
■	

愛
西
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
者
負

担
額
等
に
関
す
る
条
例
制
定

質
　
疑　

４
年
間
の
利
用
料
と
負
担
増
を
あ

ら
か
じ
め
計
画
し
て
い
る
条
例
の
提
案
だ
が
、

そ
の
理
由
は
。

　

ま
た
、
階
層
区
分
の
変
更
で
、
第
４
階
層
か

ら
第
７
階
層
ま
で
の
利
用
者
が
負
担
増
に
な

る
。稲
沢
市
で
は
階
層
を
細
分
化
し
て
い
る
が
、

負
担
の
緩
和
策
は
と
れ
な
い
の
か
。

答
　
弁　

保
育
料
を
約
15
％
引
き
上
げ
る
。

こ
れ
を
緩
和
す
る
た
め
に
３
年
間
で
段
階
的
に

引
き
上
げ
て
い
く
。
市
の
財
政
状
況
等
、
補
助

の
負
担
等
を
考
慮
し
て
設
定
し
た
。

　

階
層
区
分
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
な
部
分
は

変
わ
ら
な
い
。
線
引
き
の
線
上
の
家
庭
に
つ
い

て
は
、
あ
る
程
度
や
む
を
得
な
い
。

■	

愛
西
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

質
　
疑　
今
回
の
第
６
期
介
護
保
険
料
の
設

定
に
つ
い
て
は
、
他
の
自
治
体
と
比
較
し
て
ど

の
よ
う
な
評
価
を
し
て
い
る
の
か
。

答
　
弁　
現
状
の
第
５
期
は
、
愛
知
県
内
の

自
治
体
平
均
よ
り
多
少
安
い
。
第
６
期
も
、
平

均
よ
り
少
し
下
に
な
る
予
定
。
増
加
率
は
10
％

ち
ょ
っ
と
で
、
こ
れ
も
平
均
的
な
と
こ
ろ
で
あ

る
。

保
育
料
、
15
％
値
上
げ
を
可
決

■	

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地

域
型
北
事
業
の
利
用
者
負
担
額
等
に

関
す
る
条
例
制
定

平
成
25
年
実
績
で
、
3
億
円
市
が
負
担

　

保
育
料
に
は
国
の
基
準
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
基
準
額
に
対
し
て
約
3
億
円
を
市
が
負
担
を

し
て
運
営
し
て
き
て
お
り
、
県
下
で
も
4
番
目
に
安

い
保
育
料
な
の
で
、
財
政
的
な
問
題
か
ら
値
上
げ

を
し
た
い
と
の
市
か
ら
の

説
明
や
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

少
子
化
が
進
む
中
、

3
歳
児
未
満
の

保
育
ニ
ー
ズ
は
増
！

　

愛
西
市
で
も
少
子
化
が

着
々
と
進
む
一
方
、
様
々

な
理
由
か
ら
、
女
性
の
就

労
も
進
み
、
3
歳
児
未
満

の
保
育
へ
の
ニ
ー
ズ
は
増

え
て
い
ま
す
。

　

少
子
化
対
策
も
打
た
ね

ば
な
ら
な
い
。
厳
し
い
財

政
状
況
に
も
備
え
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
ん
な
状
況
の

中
、
議
会
で
は
賛
成
多
数

で
値
上
げ
を
可
決
し
ま
し

た
。

　

今
後
、
年
間
の
値
上
げ

は
、以
下
の
と
お
り
で
す
。

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
、

値
上
げ
を
可
決

■	

介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

低
収
入
者
の
保
険
料
は
、
微
減
額

　

国
の
制
度
に
加
え
、
市
独
自
で
低
収
入
者
へ
の
軽

減
措
置
と
、
高
所
得
者
へ
の
負
担
増
の
措
置
を
と
っ

て
お
り
、
県
下
で
も
中
く
ら
い
の
保
険
料
で
あ
る
と

の
市
か
ら
の
説
明
、
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

年
金
が
減
り
、
消
費
税
が
ア
ッ
プ
す
る
中
、

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
費
用
が
出
せ
る
か
！

　

10
％
の
消
費
税
導
入
も
決
ま
り
、
保
険
料
を
払
い

な
が
ら
も
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
な
い
こ
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

議
会
と
し
て
、
賛
成
多
数
で
改
正
案
を
可
決
し
ま

し
た
。介護保険料（年額）

平成26
年度まで

平成27 
～29年度

値上げ率 
（％）

構成率 
（％）

老齢福祉年金・生活保護受給者 26,100
26,000 −0.4% 10.5%

世帯
非課税

年
金
収
入
等

～80万円 26,100 
～120万円 31,300 34,500 10.2% 4.4%
120万円超 33,900 37,400 10.3% 4.5%

世帯課税
本人非課税

～80万円 44,300 48,900 10.4% 22.2%
80万円超 52,200 57,600 10.3% 15.7%

本人課税

合
計
所
得
金
額

～120万円未満※ 62,600 69,100 10.4% 15.8%
～190万円未満 65,200 74,800 14.7% 13.0%
～290万円未満

78,300 
86,400 10.3% 7.6%

～500万円未満 92,100 17.6% 4.2%
～800万円未満 91,300 100,800 10.4% 1.1%

800万円以上 96,500 106,500 10.4% 1.0%

～ 相反する問題をどう判断したか ～

「少子化対策・高齢者施策」対「財政問題」

利用者負担月額（標準時間利用の場合）

世帯の階層 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
3歳未満児 3歳以上 3歳未満児 3歳以上 3歳未満児 3歳以上 3歳未満児 3歳以上

生活保護世帯 0 0 0 0 0 0 0 0 

市
民
税
所
得
割

非課税世帯 0 0 700 500 1,300 900 1,900 1,300 
～48,599円 6,200 4,600 6,600 4,800 6,800 5,000 7,000 5,200 
～96,999円 12,700 11,500 13,400 12,200 13,900 12,600 14,400 13,000 

～168,999円 17,800 15,500 18,900 16,400 19,600 17,000 20,300 17,600 
～300,999円 26,500 17,300 28,100 18,400 29,200 19,100 30,400 19,800 
～396,999円 31,000 18,400 33,100 19,600 34,600 20,400 36,200 21,200 
397,000円以上 31,000 18,400 33,600 19,900 35,600 20,900 37,700 22,000 

※平成26年度までは125万円未満
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